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�愛媛県規則第５号
愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

愛媛県立都市公園条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県立都市公園条例施行規則（昭和３４年愛媛県規則第１９号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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改 正 後 改 正 前

（連帯保証人）

第７条 省略

２ 省略

３ 連帯保証人の保証の範囲は、使用料及びその法定利率による延

滞利息、損害賠償金その他許可に係る義務を含むものとする。た

だし、知事が別にその範囲を定める場合は、この限りでない。

（保証金）

第８条 省略

２ 前項の保証金は、未納使用料及びその法定利率による延滞利

息、損害賠償金その他知事が設置（管理）者に代わつて行つた許

可に係る義務行為の費用に充当するものとする。ただし、知事が

別にその範囲を定めるときは、この限りでない 。

（連帯保証人）

第７条 省略

２ 省略

３ 連帯保証人の保証の範囲は、使用料及びその年５分 による延

滞利息、損害賠償金その他許可に係る義務を含むものとする。た

だし、知事が別にその範囲を定める場合は、この限りでない。

（保証金）

第８条 省略

２ 前項の保証金は、未納使用料及びその年５分の 延滞利

息、損害賠償金その他知事が設置（管理）者に代つて 行つた許

可に係る義務行為の費用に充当するものとする。ただし、知事が

別にその範囲を定めるときは、この限りではない。
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附 則

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

２ この規則の施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る利息の利率については、改正後の愛媛県立都市公園条

例施行規則第７条第３項及び第８条第２項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

�愛媛県規則第６号
建築士法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

建築士法施行細則の一部を改正する規則

第１条 建築士法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第７７号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

３～５ 省略 ３～５ 省略

改 正 後 改 正 前

（免許の申請）

第４条 法第４条第３項 の規定により二級建築士又は木

造建築士の免許を受けようとする者は、第１号様式による免許申

請書に、次に掲げる書類（その書類を得られない正当な事由があ

る場合においては、これに代わる適当な書類）を添えて、知事に

提出しなければならない。ただし、第１６条第１項の規定により同

項第１号に掲げる書類を知事に提出した場合又は同条第２項の規

定により同項に規定する書類を県指定試験機関に提出した場合

で、これらの書類に記載された内容と免許申請書に記載された内

容が同一であるときは、第３号に掲げる書類は添付を要しない。

� 本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を記載

した書類

� 知事又は県指定試験機関が交付した二級建築士試験又は木造

建築士試験に合格したことを証する書類

� 次のア又はイのいずれかに掲げる書類

ア 法第４条第４項第１号又は第２号に該当する者にあつて

は、当該各号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書

イ 法第４条第４項第３号に該当する者にあつては、同項第１

号又は第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する

ことを認定するに必要な資料となるべき書類

� 第１号の２様式による実務の経験を記載した書類（以下「実

務経歴書」という。）及び第１号の３様式による第三者が実務

経歴書の内容が事実と相違ないことを確認したことを証する書

類（以下「実務経歴証明書」という。）

２ 法第４条第５項の規定により二級建築士又は木造建築士の免許

を受けようとする者は、第１号様式による免許申請書に、前項第

１号に掲げる書類（その書類を得られない正当な事由がある場合

においては、これに代わる適当な書類）及び外国の建築士免許証

の写しを添えて、知事に提出しなければならない。

３ 前２項の免許申請書には、申請前６月以内に撮影した無帽、正

面、上半身、無背景の縦の長さ４．５センチメートル、横の長さ３．５

センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入し

たもの（以下「二級建築士等免許証用写真」という。）を貼付

しなければならない。

（免許の申請）

第４条 法第４条第２項又は第３項の規定により二級建築士又は木

造建築士の免許を受けようとする者は、第１号様式による免許申

請書に、本籍の記載のある住民票の写しその他参考となる事項を

記載した書類 を添えて、知事に

提出しなければならない。

２ 前項 の免許申請書には、申請前６月以内に撮影した無帽、正

面、上半身、無背景の縦の長さ４．５センチメートル、横の長さ３．５

センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入し

たもの（以下「二級建築士等免許証用写真」という。）をちよう

付しなければならない。

３ 第１項の場合において、法第４条第３項の規定によつて二級建

築士又は木造建築士の免許を受けようとする者は、第１項の免許

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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（登録事項）

第６条 名簿に登録する事項は、次のとおりとする。

�・� 省略

� 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月日及び合

格番号 （外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免

許の名称、免許者名及び免許の年月日）

�～� 省略

（県指定登録機関への書類の交付）

第１２条の１１ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書等の送付若し

くは提出を受けたときは、県指定登録機関に対し、それぞれ当該

各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

�・� 省略

� 第１８条の８第１項の規定による報告書の提出 同条第２項の

規定により当該報告書に添付された書類に記載された事項

２ 前項の書類の交付については、当該書類が電磁的記録で作成さ

れている場合には、磁気ディスク等をもつて調製するファイルに

情報を記録したものを県指定登録機関に交付する方法をもつて行

うことができる。

（県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規

定の適用）

第１２条の１４ 県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合に

おける第４条第１項及び第２項、第５条、第７条、第８条、第９

条第５項並びに第１０条の規定の適用については、第４条第１項中

「、知事」とあるのは「、県指定登録機関」と、同条第２項、第

５条、第７条、第８条、第９条第５項及び第１０条中「知事」とあ

るのは「県指定登録機関」と、第５条第１項中「第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証」と

あるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」

と、第７条第２項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証

明書の書換え交付」と、同条第３項及び第８条の見出し中「免許

証」とあるのは「免許証明書」と、同条第１項中「免許証再交付

申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第２項

中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第１０条第１項中「免

許を取り消した場合又は前条第４項の届出があつた場合」とある

のは「知事が免許を取り消した場合又は第１２条の１１第１項の規定

により第９条第４項の規定による届出に係る事項を記載した書類

の交付を受けた場合」とする。

（二級建築士試験の方法）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 学科の試験に合格した者については 、学科の

試験に合格した二級建築士試験（以下「学科合格試験」とい

う。）に引き続いて行われる次の４回の二級建築士試験のうち２

回（学科合格試験の建築設計製図の試験を受けなかつた場合にお

いては、３回）の二級建築士試験に限り、学科の試験を免除す

る。

（受験申込書）

第１６条 二級建築士試験又は木造建築士試験（県指定試験機関が二

級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務（以下「二

申請書に、外国の建築士免許証の写しを添えなければならない。

（登録事項）

第６条 名簿に登録する事項は、次の通り とする。

�・� 省略

� 二級建築士試験合格又は木造建築士試験合格の年月日及び合

格証書番号（外国の建築士免許を受けた者にあつては、その免

許の名称、免許者名及び免許の年月日）

�～� 省略

（県指定登録機関への書類の交付）

第１２条の１１ 知事は、県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行

う場合において、次の各号に掲げる届出又は報告書等の送付若し

くは提出を受けたときは、県指定登録機関に対し、それぞれ当該

各号に掲げる事項を記載した書類を交付するものとする。

�・� 省略

� 第１８条の８第１項の規定による報告書の提出 同条第２項の

合格者一覧表 に記載された事項

（県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における規

定の適用）

第１２条の１４ 県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合に

おける第４条第１項 、第５条、第７条、第８条、第９

条第５項及び 第１０条の規定の適用については、これらの規定

中「知事」とあ

るのは「県指定登録機関」と、第５条第１項中「第２号様式によ

る二級建築士免許証又は第３号様式による木造建築士免許証」と

あるのは「二級建築士免許証明書又は木造建築士免許証明書」

と、第７条第２項中「免許証の書換え交付」とあるのは「免許証

明書の書換え交付」と、同条第３項及び第８条の見出し中「免許

証」とあるのは「免許証明書」と、同条第１項中「免許証再交付

申請書」とあるのは「免許証明書再交付申請書」と、同条第２項

中「免許証」とあるのは「免許証明書」と、第１０条第１項中「免

許を取り消した場合又は前条第４項の届出があつた場合」とある

のは「知事が免許を取り消した場合又は第１２条の１１ の規定

により第９条第４項の規定による届出に係る事項を記載した書類

の交付を受けた場合」とする。

（二級建築士試験の方法）

第１４条 省略

２・３ 省略

４ 学科の試験に合格した者については、その申請により、学科の

試験に合格した二級建築士試験

に引き続いて行われる次の２回

の二級建築士試験に限り、学科の試験を免除す

る。

５ 前項に規定する申請は、第１６条に規定する受験申込書に学科の

試験に合格したことを証する書面を添付して行うものとする。

（受験申込書）

第１６条 二級建築士試験又は木造建築士試験（県指定試験機関が二

級建築士試験及び木造建築士試験の実施に関する事務（以下「二

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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級建築士等試験事務」という。）を行うものを除く。）を受けよ

うとする者は、第８号様式による受験申込書に次に掲げる書類を

添え、知事に提出しなければならない。

� 次の各号のいずれかに掲げる書類

ア 法第１５条第１号 に該当する者にあつては、同号

に掲げる学校を卒業したことを証する証明書（その証明書

を得られない正当な事由がある場合においては、これに代わ

る適当な書類）

イ 法第１５条第２号に該当する者にあつては、同条第１号

に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを

認定するに必要な資料となるべき書類

� 実務経歴書及び実務経歴証明書

� 申請前６月 以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で

縦４．５センチメートル、横３．５センチメートルのもの

２ 省略

（合格公示及び通知）

第１７条 知事又は県指定試験機関は、二級建築士試験又は木造建築

士試験に合格した者の受験番号を公示し、本人に合格した旨を通

知する。

２ 省略

（二級建築士等試験事務の実施結果の報告）

第１８条の８ 省略

２ 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記

載した合格者一覧表、第１６条第２項の受験申込書並びにその添付

書類を添えなければならない。

３ 第１項の報告書及び前項の規定により当該報告書に添付する書

類の提出については、これらの書類が電磁的記録で作成されてい

る場合には、磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を

記録したものを知事に交付する方法をもつて行うことができる。

第１号様式（第４条、第５条関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

〔記入注意〕数字は、算用数字を用い、※欄は記入せず、□のあ

る欄は該当する□の中にレ印を付けてください。

級建築士等試験事務」という。）を行うものを除く。）を受けよ

うとする者は、第８号様式による受験申込書に次に掲げる書類を

添え、知事に提出しなければならない。

� 次の各号の一 に掲げる書類

ア 法第１５条第１号又は第２号に該当する者にあつては当該各

号に掲げる学校を卒業したことを証する証明書（その証明書

を得られない正当な事由がある場合においては、これに代る

適当な書類）

イ 法第１５条第３号に該当する者にあつては、同条第１号又は

第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有することを

認定するに必要な資料となるべき書類

� 第９号様式による実務の経験を記載した書類

� 申請前６ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で

縦５．５センチメートル、横４センチメートル のもの

２ 省略

（合格公示及び通知）

第１７条 知事又は県指定試験機関は、二級建築士試験又は木造建築

士試験に合格した者の受験番号を公示し、本人に合格証書を交付

する 。

２ 省略

（二級建築士等試験事務の実施結果の報告）

第１８条の８ 省略

２ 前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記

載した合格者一覧表

を添えなければならない。

３ 第１項の報告書及び前項の添付書類

の提出については、これらの書類が電磁的記録で作成されてい

る場合には、磁気ディスク等をもつて調製するファイルに情報を

記録したものを知事に交付する方法をもつて行うことができる。

第１号様式（第４条 関係）
二級

建築士免許申請書
木造

（表）

省略

〔記入注意〕数字は、算用数字を用い、※欄は記入せず、□のあ

る欄は該当する□の中にレ印を付けてください。外国の建築士免

許を受けた方は、試験の欄に、その免許の名称、免許者名及び免

許の年月日を記入してください。

省略 省略

省略 省略

試験

省略 省略

合 格

年月日
年 月 日

合格

番号
号

登録

申請

区分

１ 学歴 □

２ 学歴＋実務 □

３ 実務 □

４ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第４条第５項

□

学校名
学部名

学科名

入学・卒業

（修了）年月

１ 学歴により
年 月入学

年 月卒業

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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申請する場合

のみ記入

（修了） 試験

年 月入学

年 月卒業

（修了）

合格証

書日付
年 月 日

合格証

書番号
第 号

２ 学歴＋実務

により申請す

る場合のみ記

入

学校名
学部名

学科名

入学・卒業

（修了）年月

建築実

務経験

期間の

合 計

年 月入学

年 月卒業

（修了）
年 月

年 月入学

年 月卒業

（修了）

３ 実務により

申請する場合

のみ記入

建築実務経験期間の合計

年 月

４ 建築士法第

４条第５項に

より申請する

場合のみ記入

免 許

名 称

免 許

者 名

免許の年月

日

資格認定書

の年月日

年 月 日 年 月 日

欠

格

事

由

１ 省略

２ 建築士法

の規定に違反して、又は建築物の建

築に関し罪を犯して罰金の刑に処せ

られたことがありますか。

あるときは、その罪及び刑

あるときは、その刑の執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくな

つた日

３～５ 省略

ある□ ない□

欠

格

事

由

１ 省略

２ 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）

の規定に違反して、又は建築物の建

築に関し罪を犯して罰金の刑に処せ

られたことがありますか。

あるときは、その罪及び刑

あるときは、その刑の執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくな

つた日

３～５ 省略

ある□ ない□

年 月 日 年 月 日

※経由庁（機関）記載欄 ※登録機関記載欄 ※ 審 査 ※ 経由庁記載欄

責任者（職氏名） 印

※登録番

号

※登録年

月日

年 月

日

※受付番

号

（裏） 省略

注 省略

第８号様式（第１６条関係）
二級

建築士試験受験申込書
木造

省略

（裏） 省略

注 省略

第８号様式（第１６条関係）
二級

建築士試験受験申込書
木造

省略

省略 省略

省

略

省

略

愛 媛 県 収 入 証 紙

貼 付 欄 （ 消

印 し な い こ

と。）

受付取扱者印 照合者印

愛 媛 県 収 入 証 紙

ち よ う 付 欄 （ 消

印 し な い こ

と。）

受付

取扱

者印

学科試

験免除

申請者

記載欄

学 科 試 験 照合

者印

合格

年

受験番

号

合格通

知番号

年 第 号 第 号

注１ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 注 １ 記入は、青か黒のインク又はボールペンを用いて、か

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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第９号様式を削る。

第２条 建築士法施行細則の一部を次のように改正する。

第１号様式の次に次の２様式を加える。

２ 不要の文字は、抹消すること。

３ 記入は、青若しくは黒のインク又はボールペンを用い

て、楷書体で書くこと。

４ ※印欄は、記入しないこと。

５ この申込書の提出後に記載事項に変更があつた場合は、

直ちにその旨を書面で通知すること。

い書体で書くこと。

２ ※印欄は、記入しないこと。

３ 建築設計製図のみの受験者は、学科の試験の合格通知

書を添付すること。

４ この申込書の提出後に記載事項に変更があつた場合

は、直ちにその旨を書面で通知すること。

５ 不用の文字は、抹消すること。

６ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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第１号の２様式（第４条、第１６条関係） 実務経歴書

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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第１号の３様式（第４条、第１６条、第１号の２様式関係） 実務経歴証明書

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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告 示

��������������

�愛媛県告示第１７２号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項の規定により、

施術機関を次のように指定した。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７３号
生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条の規定により指定し

た医療機関を次のように廃止した旨の届出があった。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１７４号
愛媛県薬物の濫用の防止に関する条例（平成２６年愛媛県条例第５３

号）第１１条第１項の規定に基づき、次の薬物を知事指定薬物として

指定する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 薬物の名称

� メチル＝２－［１－（４－フルオロブチル）－１Ｈ－インダ

ゾール－３－カルボキサミド］－３，３－ジメチルブタノアー

ト及びその塩類

� Ｎ－［１－（２－フェニルエチル）ピペリジン－４－イル］

－Ｎ－フェニルペンタンアミド及びその塩類

� （８Ｒ）－１－アセチル－Ｎ，Ｎ－ジエチル－６－メチル－

９，１０－ジデヒドロエルゴリン－８－カルボキサミド及びその

塩類

� １－（１，３－ベンゾジオキソール－５－イル）－２－（ブ

チルアミノ）ペンタン－１－オン及びその塩類

� 前各号に掲げる物を含有する物

２ 指定の理由

条例第２条第７号の薬物のうち、県の区域内において濫用され

るおそれがあると認めるため。

３ 効力発生の日

令和２年２月２９日

附 則

（施行期日）

１ この規則は、令和２年３月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則の施行の日前に行われた二級建築士試験又は木造建築士試験に合格した者の免許の申請については、改正後の建築士法施行細

則第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

３ この規則の施行の日前に行われた直近２回の二級建築士試験又は木造建築士試験のうちいずれかの二級建築士試験又は木造建築士試験

の学科の試験に合格した者の学科の試験の免除については、改正後の建築士法施行細則第１４条第４項（同規則第１４条の２において準用す

る場合を含む。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。

�愛媛県告示第１７５号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振興課商工観光室並びに東温市役所において告示の

日から４月間縦覧に供する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

ｍａｃ東温樋口店 東温市樋口字前川甲
１３５７番地 外 大規模小売店舗の名称 ｍａｃ重信店 ｍａｃ東温樋口店 令和元年

１１月２２日
令和２年
２月１３日

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局産業経済部産業振

施術機関の氏名 施術機関の住所 指定年月日

宮 脇 史 弥 越智郡上島町岩城６０３６－２ 令和元年１２月１７日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

二 宮 整 形 外 科 宇和島市桝形町二丁目３
－２７ 令和元年１２月３１日

粉 川 医 院 南宇和郡愛南町深浦２５０ 令和２年１月１６日

大 洲 さ つ き 薬 局 大洲市西大洲甲５５１番地
１ 令和２年１月２０日

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号
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�������
�愛媛県告示第１７６号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項の規定に基づき、次のとお

り土砂災害警戒区域を指定する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広 （「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１７７号
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律（平成１２年法律第５７号）第７条第１項及び第９条第１項の規定に

基づき、次のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を

指定する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

興課商工観光室並びに東温市役所において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

土砂災害警戒区域 土砂災害特別警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

建築物に作用
すると想定さ
れる衝撃に関
する事項

成藤
４８３－
Ⅰ－２２
９０�

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

成藤
４８３－
Ⅰ－２２
９０�

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下大野
４８３－
Ⅰ－２７
６６�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下大野
４８３－
Ⅰ－２７
６６�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－３
４８３－
Ⅱ－２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－３
４８３－
Ⅱ－２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－４
４８３－
Ⅱ－３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－４
４８３－
Ⅱ－３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－５
４８３－
Ⅱ－４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－５
４８３－
Ⅱ－４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－７
４８３－
Ⅱ－６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－７
４８３－
Ⅱ－６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西下本
村川
４８５－
２３７３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流

土砂災害警戒区域

名 称 指定の
区域

土砂災害
の発生原
因となる
自然現象
の種類

下住川
４８３－
１４９７－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流

下柏田
川
４８３－
２１６７－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

土石流

西興野
々川
４８３－
２１８１

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

土石流

下組川
４８３－
Ｊ１０７
－４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流

南谷喜
来川
４８３－
Ｊ１１５

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流

南下鍵
山川
４８５－
１５４８

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流

中下鍵
山川
４８５－
１５４９

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流

岡屋敷
川
４８５－
２３５３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流
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小倉１０
－６
４８３－
Ⅱ－４７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小倉１０
－６
４８３－
Ⅱ－４７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

興野々
１１－１
４８３－
Ⅱ－５０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

興野々
１１－１
４８３－
Ⅱ－５０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

興野々
１１－２
４８３－
Ⅱ－５１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

興野々
１１－２
４８３－
Ⅱ－５１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

興野々
１１－３
４８３－
Ⅱ－５２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

興野々
１１－３
４８３－
Ⅱ－５２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
興野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

出目１２
－１
４８３－
Ⅱ－５３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

出目１２
－１
４８３－
Ⅱ－５３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

出目１２
－４
４８３－
Ⅱ－５５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

出目１２
－４
４８３－
Ⅱ－５５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

出目１２
－５
４８３－
Ⅱ－５６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

出目１２
－５
４８３－
Ⅱ－５６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

沢松１５
－３
４８３－
Ⅱ－６４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
沢松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

沢松１５
－３
４８３－
Ⅱ－６４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
沢松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

中野川
１７－１
４８３－
Ⅱ－６６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

中野川
１７－１
４８３－
Ⅱ－６６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
中野川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－１
４８３－
Ⅱ－６７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－１
４８３－
Ⅱ－６７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－３
４８３－
Ⅱ－６９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－３
４８３－
Ⅱ－６９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－４
４８３－
Ⅱ－７０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－４
４８３－
Ⅱ－７０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－８
４８３－
Ⅱ－７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－８
４８３－
Ⅱ－７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小松３
－２
４８３－
Ⅱ－１２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小松３
－２
４８３－
Ⅱ－１２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小松３
－６
４８３－
Ⅱ－１５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小松３
－６
４８３－
Ⅱ－１５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

小松３
－８
４８３－
Ⅱ－１６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

小松３
－８
４８３－
Ⅱ－１６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下大野
４－９
４８３－
Ⅱ－２３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
下大野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下大野
４－９
４８３－
Ⅱ－２３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
下大野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大宿５
－３
４８３－
Ⅱ－２７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宿５
－３
４８３－
Ⅱ－２７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

大宿５
－４
４８３－
Ⅱ－２８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

大宿５
－４
４８３－
Ⅱ－２８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

清水７
－４
４８３－
Ⅱ－３３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

清水７
－４
４８３－
Ⅱ－３３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

清水７
－６
４８３－
Ⅱ－３５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

清水７
－６
４８３－
Ⅱ－３５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

清水７
－８
４８３－
Ⅱ－３７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

清水７
－８
４８３－
Ⅱ－３７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

畦屋８
－２
４８３－
Ⅱ－３９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
畦屋
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

畦屋８
－２
４８３－
Ⅱ－３９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
畦屋
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

西野々
９－２
４８３－
Ⅱ－４３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

西野々
９－２
４８３－
Ⅱ－４３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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延川２
－３
４８３－
Ⅱ－９０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
延川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

延川２
－３
４８３－
Ⅱ－９０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
延川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上鍵山
１－１６
４８５－
Ⅱ－１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－１６
４８５－
Ⅱ－１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
１５
４８５－
Ⅱ－３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
１５
４８５－
Ⅱ－３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上鍵山
１－５
４８５－
Ⅱ－５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－５
４８５－
Ⅱ－５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上鍵山
１－６
４８５－
Ⅱ－６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－６
４８５－
Ⅱ－６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上鍵山
１－１０
Ａ
４８５－
Ⅱ－８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－１０
Ａ
４８５－
Ⅱ－８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上鍵山
１－１０
Ｂ
４８５－
Ⅱ－９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上鍵山
１－１０
Ｂ
４８５－
Ⅱ－９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下鍵山
２－２
４８５－
Ⅱ－１４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下鍵山
２－２
４８５－
Ⅱ－１４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

下鍵山
２－６
４８５－
Ⅱ－１８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

下鍵山
２－６
４８５－
Ⅱ－１８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－１
４８５－
Ⅱ－２０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－１
４８５－
Ⅱ－２０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－６
４８５－
Ⅱ－２５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－６
４８５－
Ⅱ－２５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－７
４８５－
Ⅱ－２６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－７
４８５－
Ⅱ－２６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－５
４８３－
Ⅱ－７１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－５
４８３－
Ⅱ－７１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－７
４８３－
Ⅱ－７３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－７
４８３－
Ⅱ－７３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－８
４８３－
Ⅱ－７４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－８
４８３－
Ⅱ－７４
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

奈良１８
－９
４８３－
Ⅱ－７５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

奈良１８
－９
４８３－
Ⅱ－７５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－１１
４８３－
Ⅱ－７８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－１１
４８３－
Ⅱ－７８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－１２
４８３－
Ⅱ－７９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－１２
４８３－
Ⅱ－７９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

川上１
－１３
４８３－
Ⅱ－８０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

川上１
－１３
４８３－
Ⅱ－８０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上川１０
－９
４８３－
Ⅱ－８１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上川１０
－９
４８３－
Ⅱ－８１
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上川
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

清水７
－９
４８３－
Ⅱ－８２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

清水７
－９
４８３－
Ⅱ－８２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

生田６
－２
４８３－
Ⅱ－８３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
生田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

生田６
－２
４８３－
Ⅱ－８３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
生田
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

国遠１３
－７
４８３－
Ⅱ－８５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

国遠１３
－７
４８３－
Ⅱ－８５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

吉波２１
－１
４８３－
Ⅱ－８８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
吉波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

吉波２１
－１
４８３－
Ⅱ－８８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
吉波
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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父野川
下５－
１７
４８５－
Ⅱ－５７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
１７
４８５－
Ⅱ－５７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
１８
４８５－
Ⅱ－５８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
１８
４８５－
Ⅱ－５８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
１９
４８５－
Ⅱ－５９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下・父
野川中
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
１９
４８５－
Ⅱ－５９
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下・父
野川中
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
中６－
７
４８５－
Ⅱ－６８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
中６－
７
４８５－
Ⅱ－６８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

市の又
川
４８３－
１４０９

北宇和
郡鬼北
町大字
中 野
川・芝
（次の
図のと
おり）

土石流 市の又
川
４８３－
１４０９

北宇和
郡鬼北
町大字
中 野
川・芝
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

成川
４８３－
１４１３

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 成川
４８３－
１４１３

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東大本
川
４８３－
１４２３

北宇和
郡鬼北
町大字
内深田
（次の
図のと
おり）

土石流 東大本
川
４８３－
１４２３

北宇和
郡鬼北
町大字
内深田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

安楽寺
川
４８３－
１４４４

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 安楽寺
川
４８３－
１４４４

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

穴の御
前川
４８３－
１４４６

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 穴の御
前川
４８３－
１４４６

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

稲屋川
４８３－
１４４７－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 稲屋川
４８３－
１４４７－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

稲屋川
４８３－
１４４７－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 稲屋川
４８３－
１４４７－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

法師庵
川
４８３－
１４４９

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 法師庵
川
４８３－
１４４９

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

日向谷
３－８
４８５－
Ⅱ－２７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－８
４８５－
Ⅱ－２７
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－９
４８５－
Ⅱ－２８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－９
４８５－
Ⅱ－２８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－１１
４８５－
Ⅱ－３０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－１１
４８５－
Ⅱ－３０
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－１３
４８５－
Ⅱ－３２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－１３
４８５－
Ⅱ－３２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－１６
４８５－
Ⅱ－３５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－１６
４８５－
Ⅱ－３５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

日向谷
３－１７
４８５－
Ⅱ－３６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

日向谷
３－１７
４８５－
Ⅱ－３６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

上大野
４－２
４８５－
Ⅱ－３８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上大野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

上大野
４－２
４８５－
Ⅱ－３８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
上大野
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
２
４８５－
Ⅱ－４２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
２
４８５－
Ⅱ－４２
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
３
４８５－
Ⅱ－４３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
３
４８５－
Ⅱ－４３
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
５
４８５－
Ⅱ－４５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
５
４８５－
Ⅱ－４５
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
６
４８５－
Ⅱ－４６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
６
４８５－
Ⅱ－４６
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り

父野川
下５－
８
４８５－
Ⅱ－４８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

父野川
下５－
８
４８５－
Ⅱ－４８
�

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

急傾斜地
の崩壊

次の図のとお
り
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下吉波
川
４８３－
２１６３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 下吉波
川
４８３－
２１６３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下吉波
川
４８３－
２１６３－
３

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 下吉波
川
４８３－
２１６３－
３

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下吉波
川
４８３－
２１６３－
４

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 下吉波
川
４８３－
２１６３－
４

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東船の
川
４８３－
２１６４

北宇和
郡鬼北
町大字
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 東船の
川
４８３－
２１６４

北宇和
郡鬼北
町大字
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下船の
川
４８３－
２１６５

北宇和
郡鬼北
町大字
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 下船の
川
４８３－
２１６５

北宇和
郡鬼北
町大字
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下柏田
川
４８３－
２１６７－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

土石流 下柏田
川
４８３－
２１６７－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西ヲモ
谷川
４８３－
２１７０

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 西ヲモ
谷川
４８３－
２１７０

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南ロウ
ロウ谷
川
４８３－
２１７１－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 南ロウ
ロウ谷
川
４８３－
２１７１－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南ロウ
ロウ谷
川
４８３－
２１７１－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 南ロウ
ロウ谷
川
４８３－
２１７１－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

国遠川
４８３－
２１７４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 国遠川
４８３－
２１７４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

出目川
４８３－
２１７５

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 出目川
４８３－
２１７５

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷喜
来川
４８３－
２１７６－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
出目・
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷喜
来川
４８３－
２１７６－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
出目・
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

玉井の
奥川
４８３－
１４５４

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 玉井の
奥川
４８３－
１４５４

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下�保
川
４８３－
１４８８

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

土石流 下�保
川
４８３－
１４８８

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下住川
４８３－
１４９７－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流 下住川
４８３－
１４９７－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西伊ゲ
ノ奥川
４８３－
１４９８

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流 西伊ゲ
ノ奥川
４８３－
１４９８

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北市の
又川
４８３－
２１５４

北宇和
郡鬼北
町大字
芝・中
野川
（次の
図のと
おり）

土石流 北市の
又川
４８３－
２１５４

北宇和
郡鬼北
町大字
芝・中
野川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

谷山川
４８３－
２１５６

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 谷山川
４８３－
２１５６

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下中奈
良川
４８３－
２１５７

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 下中奈
良川
４８３－
２１５７

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上北川
４８３－
２１５８－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 上北川
４８３－
２１５８－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上北川
４８３－
２１５８－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 上北川
４８３－
２１５８－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下丸山
川
４８３－
２１５９

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 下丸山
川
４８３－
２１５９

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東成川
４８３－
２１６１

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 東成川
４８３－
２１６１

北宇和
郡鬼北
町大字
奈良
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下吉波
川
４８３－
２１６３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 下吉波
川
４８３－
２１６３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
西仲・
東仲・
吉波
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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上長楽
寺川
４８３－
２１９４－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 上長楽
寺川
４８３－
２１９４－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上長楽
寺川
４８３－
２１９４－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 上長楽
寺川
４８３－
２１９４－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中生田
川
４８３－
２１９６

北宇和
郡鬼北
町大字
生田
（次の
図のと
おり）

土石流 中生田
川
４８３－
２１９６

北宇和
郡鬼北
町大字
生田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東法師
庵川
４８３－
２１９７

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 東法師
庵川
４８３－
２１９７

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西法師
庵川
４８３－
２１９８

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 西法師
庵川
４８３－
２１９８

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南権台
川
４８３－
２２００

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 南権台
川
４８３－
２２００

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南土屋
川
４８３－
２２０１－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 南土屋
川
４８３－
２２０１－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南土屋
川
４８３－
２２０１－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 南土屋
川
４８３－
２２０１－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西権台
川
４８３－
２２０２－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 西権台
川
４８３－
２２０２－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西権台
川
４８３－
２２０２－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 西権台
川
４８３－
２２０２－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
大宿
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下生田
川
４８３－
２２０８

北宇和
郡鬼北
町大字
生田
（次の
図のと
おり）

土石流 下生田
川
４８３－
２２０８

北宇和
郡鬼北
町大字
生田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東清水
下組川
４８３－
２２１０

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 東清水
下組川
４８３－
２２１０

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西谷喜
来川
４８３－
２１７６－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
出目・
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 西谷喜
来川
４８３－
２１７６－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
出目・
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東谷喜
来川
４８３－
２１７７

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 東谷喜
来川
４８３－
２１７７

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上音無
川
４８３－
２１７８－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 上音無
川
４８３－
２１７８－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上音無
川
４８３－
２１７８－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 上音無
川
４８３－
２１７８－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西音無
川
４８３－
２１７９

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 西音無
川
４８３－
２１７９

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下南清
水川
４８３－
２１８４

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 下南清
水川
４８３－
２１８４

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南清水
川
４８３－
２１８５

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 南清水
川
４８３－
２１８５

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下清水
川
４８３－
２１８６

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 下清水
川
４８３－
２１８６

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下畔屋
川
４８３－
２１８８

北宇和
郡鬼北
町大字
畔屋
（次の
図のと
おり）

土石流 下畔屋
川
４８３－
２１８８

北宇和
郡鬼北
町大字
畔屋
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南下長
楽寺川
４８３－
２１９１

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 南下長
楽寺川
４８３－
２１９１

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下長楽
寺川
４８３－
２１９２

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 下長楽
寺川
４８３－
２１９２

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中長楽
寺川
４８３－
２１９３

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 中長楽
寺川
４８３－
２１９３

北宇和
郡鬼北
町大字
清水
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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西安森
川
４８３－
２２２６

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 西安森
川
４８３－
２２２６

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

春木川
４８３－
２２２７

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 春木川
４８３－
２２２７

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西古用
川
４８３－
２２３０

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 西古用
川
４８３－
２２３０

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東野地
川
４８３－
２２３３

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 東野地
川
４８３－
２２３３

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東横山
川
４８３－
２２３５

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 東横山
川
４８３－
２２３５

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上つづ
ら川
４８３－
２２３７

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 上つづ
ら川
４８３－
２２３７

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北つづ
ら川
４８３－
２２３８

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 北つづ
ら川
４８３－
２２３８

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

つづら
川
４８３－
２２３９－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 つづら
川
４８３－
２２３９－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

つづら
川
４８３－
２２３９－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 つづら
川
４８３－
２２３９－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南つづ
ら川
４８３－
２２４０

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 南つづ
ら川
４８３－
２２４０

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西野地
川
４８３－
２２４１

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 西野地
川
４８３－
２２４１

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

高瀬川
４８３－
２２４２

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 高瀬川
４８３－
２２４２

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西榎谷
川
４８３－
２２１１

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

土石流 西榎谷
川
４８３－
２２１１

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

榎谷川
４８３－
２２１２－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

土石流 榎谷川
４８３－
２２１２－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

榎谷川
４８３－
２２１２－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

土石流 榎谷川
４８３－
２２１２－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
西野々
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上堂ノ
奥川
４８３－
２２１３

北宇和
郡鬼北
町大字
広見
（次の
図のと
おり）

土石流 上堂ノ
奥川
４８３－
２２１３

北宇和
郡鬼北
町大字
広見
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北下大
野川
４８３－
２２１８

北宇和
郡鬼北
町大字
下大野
（次の
図のと
おり）

土石流 北下大
野川
４８３－
２２１８

北宇和
郡鬼北
町大字
下大野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上東組
川
４８３－
２２２０

北宇和
郡鬼北
町大字
下大野
（次の
図のと
おり）

土石流 上東組
川
４８３－
２２２０

北宇和
郡鬼北
町大字
下大野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上小松
川
４８３－
２２２１

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 上小松
川
４８３－
２２２１

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下中組
川
４８３－
２２２２

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 下中組
川
４８３－
２２２２

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上中組
川
４８３－
２２２３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 上中組
川
４８３－
２２２３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上中組
川
４８３－
２２２３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 上中組
川
４８３－
２２２３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上中組
川
４８３－
２２２３－
３

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 上中組
川
４８３－
２２２３－
３

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下安森
川
４８３－
２２２４

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 下安森
川
４８３－
２２２４

北宇和
郡鬼北
町大字
小松
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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上ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９７

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 上ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９７

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９８
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 北ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９８
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９８
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 北ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９８
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９９

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 東ヲモ
谷川
４８３－
Ｊ０９９

北宇和
郡鬼北
町大字
成藤
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南表田
川
４８３－
Ｊ１０４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 南表田
川
４８３－
Ｊ１０４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－３

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－３

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 ロウロ
ウ谷川
４８３－
Ｊ１０５
－４

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

表田川
４８３－
Ｊ１０６
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 表田川
４８３－
Ｊ１０６
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

表田川
４８３－
Ｊ１０６
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 表田川
４８３－
Ｊ１０６
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下組川
４８３－
Ｊ１０７
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 下組川
４８３－
Ｊ１０７
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西高瀬
川
４８３－
２２４３

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 西高瀬
川
４８３－
２２４３

北宇和
郡鬼北
町大字
川上
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東川奥
川
４８３－
２２４４

北宇和
郡鬼北
町大字
延川
（次の
図のと
おり）

土石流 東川奥
川
４８３－
２２４４

北宇和
郡鬼北
町大字
延川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東�保
川
４８３－
２２４６

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

土石流 東�保
川
４８３－
２２４６

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南�保
川
４８３－
２２４８

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

土石流 南�保
川
４８３－
２２４８

北宇和
郡鬼北
町大字
�保
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

伊ゲノ
奥川
４８３－
２２５２

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流 伊ゲノ
奥川
４８３－
２２５２

北宇和
郡鬼北
町大字
小倉
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥東谷
川
４８３－
２２５４

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 奥東谷
川
４８３－
２２５４

北宇和
郡鬼北
町大字
北川
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西芝川
４８３－
Ｊ０８７

北宇和
郡鬼北
町大字
芝・永
野市
（次の
図のと
おり）

土石流 西芝川
４８３－
Ｊ０８７

北宇和
郡鬼北
町大字
芝・永
野市
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

田丸川
４８３－
Ｊ０９０

北宇和
郡鬼北
町大字
内 深
田・近
永
（次の
図のと
おり）

土石流 田丸川
４８３－
Ｊ０９０

北宇和
郡鬼北
町大字
内 深
田・近
永
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東勢波
佐川
４８３－
Ｊ０９１

北宇和
郡鬼北
町大字
内深田
（次の
図のと
おり）

土石流 東勢波
佐川
４８３－
Ｊ０９１

北宇和
郡鬼北
町大字
内深田
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北有瀬
川
４８３－
Ｊ０９２
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
内 深
田・東
仲
（次の
図のと
おり）

土石流 北有瀬
川
４８３－
Ｊ０９２
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
内 深
田・東
仲
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北有瀬
川
４８３－
Ｊ０９２
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
内 深
田・東
仲
（次の
図のと
おり）

土石流 北有瀬
川
４８３－
Ｊ０９２
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
内 深
田・東
仲
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

本村川
４８３－
Ｊ０９３

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

土石流 本村川
４８３－
Ｊ０９３

北宇和
郡鬼北
町大字
清延
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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上高皿
川
４８５－
２３３５

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 上高皿
川
４８５－
２３３５

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

相林川
４８５－
２３３６

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 相林川
４８５－
２３３６

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下黒川
川
４８５－
２３３９

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 下黒川
川
４８５－
２３３９

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中屋敷
川
４８５－
２３４２

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 中屋敷
川
４８５－
２３４２

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上中屋
敷川
４８５－
２３４３

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 上中屋
敷川
４８５－
２３４３

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北谷の
奥川
４８５－
２３４５

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 北谷の
奥川
４８５－
２３４５

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

石打川
４８５－
２３４６

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 石打川
４８５－
２３４６

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南石打
川
４８５－
２３４７

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 南石打
川
４８５－
２３４７

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下中の
川
４８５－
２３４８

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 下中の
川
４８５－
２３４８

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下一ノ
又川
４８５－
２３５０

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 下一ノ
又川
４８５－
２３５０

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

宇津木
川
４８５－
２３５１

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 宇津木
川
４８５－
２３５１

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下面谷
川
４８５－
２３５２

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 下面谷
川
４８５－
２３５２

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下組川
４８３－
Ｊ１０７
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 下組川
４８３－
Ｊ１０７
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

下組川
４８３－
Ｊ１０７
－３

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 下組川
４８３－
Ｊ１０７
－３

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

太田川
４８３－
Ｊ１０８

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 太田川
４８３－
Ｊ１０８

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

国遠川
４８３－
Ｊ１０９

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 国遠川
４８３－
Ｊ１０９

北宇和
郡鬼北
町大字
国遠
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北音無
川
４８３－
Ｊ１１７
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 北音無
川
４８３－
Ｊ１１７
－１

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北音無
川
４８３－
Ｊ１１７
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 北音無
川
４８３－
Ｊ１１７
－２

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北音無
川
４８３－
Ｊ１１７
－３

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 北音無
川
４８３－
Ｊ１１７
－３

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東谷喜
来川
４８３－
Ｊ１１９

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 東谷喜
来川
４８３－
Ｊ１１９

北宇和
郡鬼北
町大字
出目
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

長瀬川
４８５－
１５４１

北宇和
郡鬼北
町大字
上大野
（次の
図のと
おり）

土石流 長瀬川
４８５－
１５４１

北宇和
郡鬼北
町大字
上大野
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上面谷
川
４８５－
１５６１

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 上面谷
川
４８５－
１５６１

北宇和
郡鬼北
町大字
日向谷
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

南藤川
４８５－
１５７１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 南藤川
４８５－
１５７１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東黒川
川
４８５－
２３３４

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 東黒川
川
４８５－
２３３４

北宇和
郡鬼北
町大字
上鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り
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（「次の図」は、省略し、その図面は、土木部河川港湾局砂防課、

南予地方局建設部及び鬼北町に備えて一般の縦覧に供する。）

�愛媛県告示第１７８号
建築士法第１５条第３号に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格者の指定（平成２０年１１月愛媛県告示第１６６８号）の一部を

次のように改正し、令和２年３月１日から施行する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

岡屋敷
川
４８５－
２３５３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 岡屋敷
川
４８５－
２３５３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
下鍵山
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

北下本
村川
４８５－
２３５４

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 北下本
村川
４８５－
２３５４

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西野々
谷川
４８５－
２３５５

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 西野々
谷川
４８５－
２３５５

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

東野々
谷川
４８５－
２３５６

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 東野々
谷川
４８５－
２３５６

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西宮成
川
４８５－
２３５９

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 西宮成
川
４８５－
２３５９

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

中藤川
４８５－
２３６１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 中藤川
４８５－
２３６１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
中
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上本村
川
４８５－
２３６３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 上本村
川
４８５－
２３６３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上本村
川
４８５－
２３６３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 上本村
川
４８５－
２３６３－
２

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

奥板釣
川
４８５－
２３６４

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 奥板釣
川
４８５－
２３６４

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上板釣
川
４８５－
２３６６

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 上板釣
川
４８５－
２３６６

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

音地川
４８５－
２３６７

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 音地川
４８５－
２３６７

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

上犬飼
川
４８５－
２３６９

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 上犬飼
川
４８５－
２３６９

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

西下本
村川
４８５－
２３７３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 西下本
村川
４８５－
２３７３－
１

北宇和
郡鬼北
町大字
父野川
下
（次の
図のと
おり）

土石流 次の図のとお
り

改 正 後 改 正 前

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１５条第２号の規定により同

条第１号 に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する

者を次のとおり定め、告示の日から施行し、建築士法第１５条第３号

に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格者の指定

（昭和４７年４月愛媛県告示第４１２号。以下「旧告示」という。）

は、廃止する。

１ 次の表の左欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる科目

を修めて卒業した後

、同表の右欄に

掲げる年数以上の建築実務（建築士法第４条第２項第１号に規定

建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第１５条第３号の規定により同

条第１号及び第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する

者を次のとおり定め、告示の日から施行し、建築士法第１５条第３号

に規定する二級建築士試験及び木造建築士試験の受験資格者の指定

（昭和４７年４月愛媛県告示第４１２号。以下「旧告示」という。）

は、廃止する。

１ 次の表の左欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる科目

を修めて卒業した後（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による

専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同表の右欄に

掲げる年数以上の建築実務（建築士法第１４条第１号 に規定
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する建築実務をいう。以下同じ。）の経験を有する者 する建築実務をいう。以下同じ。）の経験を有する者

学 校 科 目 年数 学 校 科 目 年数

学校教育法による

大学又は高等専門

学校

建築士法第１５条第１号の国土交通大

臣の指定する建築に関する科目を定

める件（平成２０年６月国土交通省告

示第７４３号。以下「第１号告示」と

いう。）の第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「３０単位」と読み替えるも

のとする。）

１年

第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「２０単位」と読み替えるも

のとする。）

２年

防衛省設置法（昭

和２９年法 律 第１６４

号）による防衛大

学校又は職業能力

開発促進法（昭和

４４年法律第６４号）

による職業能力開

発総合大学校、職

業能力開発大学校

若しくは職業能力

開発短期大学校

建築士法第１５条第１号の国土交通大

臣の指定する建築に関する科目を定

める件（令和元年１１月国土交通省告

示第７５３号。以下「第１号告示」と

いう。）の第１に規定する科目

省略 防衛省設置法（昭

和２９年法 律 第１６４

号）による防衛大

学校又は職業能力

開発促進法（昭和

４４年法律第６４号）

による職業能力開

発総合大学校、職

業能力開発大学校

若しくは職業能力

開発短期大学校

第１号告示第１

に規定する科目

省略

第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「３０単位」と読み替えるも

のとする。）

１年

第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「２０単位」と読み替えるも

のとする。）

２年

学校教育法（昭和

２２年法律第２６号）

による高等学校又

は中等教育学校

第１号告示第１

に規定する科目（第

１号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１５単位」と読み替えるも

のとする。）

１年 学校教育法

による高等学校又

は中等教育学校

建築士法第１５条第２号の国土交通大

臣の指定する建築に関する科目を定

める件（平成２０年６月国土交通省告

示第７４４号。以下「第２号告示」と

いう。）の第１に規定する科目（第

２号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１５単位」と読み替えるも

のとする。）

４年

注 科目の単位の計算方法は

、防衛省設置法による防衛大学校又は

職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しくは

職業能力開発大学校にあっては大学設置基準（昭和３１年文部

省令第２８号）の、同法による職業能力開発短期大学校にあっ

ては短期大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１号）の規定の

趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は

中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領（平成２１年３

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学（専門職

大学及び短期大学を除く。）にあっては大学設置基準（昭和

３１年文部省令第２８号）の、同法による専門職大学にあっては

専門職大学設置基準（平成２９年文部科学省令第３３号）の、同

法による短期大学（専門職短期大学を除く。）にあっては短

期大学設置基準（昭和５０年文部省令第２１号）の、同法による

専門職短期大学にあっては専門職短期大学設置基準（平成２９

年文部科学省令第３４号）の、同法による高等専門学校にあっ

ては高等専門学校設置基準（昭和３６年文部省令第２３号）の規

定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校又は

職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しくは

職業能力開発大学校にあっては大学設置基準

の、同法による職業能力開発短期大学校にあっ

ては短期大学設置基準 の規定の

趣旨に準じて行うものとし、学校教育法による高等学校又は

中等教育学校にあっては高等学校学習指導要領（平成２１年３
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月文部科学省告示第３４号）の規定の例によるものとする。

２ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする

学校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が同

表の第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修

めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる

年数以上の建築実務の経験を有する者

月文部科学省告示第３４号）の規定の例によるものとする。

２ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする

学校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が同

表の第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修

めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる

年数以上の建築実務の経験を有する者

学 校
修業

年限
科 目 年数 学 校

修業

年限
科 目 年数

学校教育法

による高等

学校若しく

は中等教育

学校又は旧

中等学校令

（昭和１８年

勅 令 第３６

号）による

中等学校

１年 省略 学校教育法

による高等

学校若しく

は中等教育

学校又は旧

中等学校令

（昭和１８年

勅 令 第３６

号）による

中等学校

２年 省略

第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「３０単位」と読み替えるも

のとする。）

１年

第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「２０単位」と読み替えるも

のとする。）

２年

１年 第２号告示第１に規定する科目 ３年

学校教育法

による中学

校又は義務

教育学校

２年 第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１５単位」と読み替えるも

のとする。）

１年 学校教育法

による中学

校又は義務

教育学校

２年 第２号告示第１に規定する科目（第

２号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１５単位」と読み替えるも

のとする。）

４年

１年 第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１０単位」と読み替えるも

のとする。）

２年 １年 第２号告示第１に規定する科目（第

２号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１０単位」と読み替えるも

のとする。）

５年

注 省略

３ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業した後、更に職業能力開発

促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害

者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表の

第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修めて

卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる年数

以上の建築実務の経験を有する者

注 省略

３ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業した後、更に職業能力開発

促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害

者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表の

第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修めて

卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる年数

以上の建築実務の経験を有する者

学 校
修業

年限
科 目 年数 学 校

修業

年限
科 目 年数

学校教育法

による高等

学校若しく

は中等教育

学校又は旧

中等学校令

による中等

学校

１年 第１号告示第１に規定する科目 ０年 学校教育法

による高等

学校若しく

は中等教育

学校又は旧

中等学校令

による中等

学校

３年 第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「３０単位」と読み替えるも

のとする。）

１年

２年 第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「４０単位」とあ

るのは、「２０単位」と読み替えるも

のとする。）

２年

１年 第２号告示第１に規定する科目 ３年

学校教育法

による中学

校又は義務

教育学校

３年 第１号告示第１に規定する科目 ０年 学校教育法

による中学

校又は義務

教育学校

３年 第２号告示第１に規定する科目 ３年

２年 第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１５単位」と読み替えるも

のとする。）

１年 ２年 第２号告示第１に規定する科目（第

２号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１５単位」と読み替えるも

のとする。）

４年

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号

１１９
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�愛媛県告示第１７９号
建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第４条第４項第３号の規定に

より同項第１号及び第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を

有する者を次のとおり定め、令和２年３月１日から施行する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 次の表の左欄に掲げる学校において、同表の中欄に掲げる科目

を修めて卒業した後（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）による

専門職大学の前期課程にあっては、修了した後）、同表の右欄に

掲げる年数以上の建築実務（建築士法第４条第２項第１号に規定

する建築実務をいう。以下同じ。）の経験を有する者

２ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業したことを入学資格とする

学校教育法による専修学校又は各種学校において、修業年限が同

表の第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修

めて卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる

年数以上の建築実務の経験を有する者

１年 第１号告示第１に規定する科目（第

１号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１０単位」と読み替えるも

のとする。）

２年 １年 第２号告示第１に規定する科目（第

２号告示第１各号中「２０単位」とあ

るのは、「１０単位」と読み替えるも

のとする。）

５年

注 省略

４ 省略

５ この告示の施行の日 前に旧告示１

から９までに規定する課程に在学した者であつて、これらの課程

を修めて卒業した

もの

６ １から５までに掲げる者のほか、知事が建築士法第１５条第１号

に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

注 省略

４ 省略

５ この告示の施行の日（以下「施行日」という。）前に旧告示１

から９までに規定する課程

を修めて卒業し、建築に関する実務の経験をこれらの課程に応じ

てそれぞれ旧告示１から９までに定める年数に満たない年数しか

有しない者で、施行日以後に施行日前の建築に関する実務の経験

年数と施行日以後の建築実務の経験年数を合わせてこれらの課程

に応じてそれぞれ旧告示１から９までに定める年数以上有するこ

ととなるもの

６ 施行日から引き続き旧告示１から５まで及び７に規定する課程

に在学する者で、施行日以後にこれらの課程を修めて卒業した

後、これらの課程の種類に応じてそれぞれ旧告示１から５まで及

び７に定める年数以上の建築実務の経験を有することとなるもの

７ １から６までに掲げる者のほか、知事が建築士法第１５条第１号

及び第２号と同等以上の知識及び技能を有すると認める者

学 校 科 目 年数

学校教育法による

大学又は高等専門

学校

建築士法第４条第４項第１号の国土交通

大臣の指定する建築に関する科目を定め

る件（令和元年１１月国土交通省告示第７４

９号。以下「第１号告示」という。）の

第１に規定する科目（第１号告示第１各

号中「４０単位」とあるのは、「３０単位」

と読み替えるものとする。）

１年

第１号告示第１に規定する科目（第１号

告示第１各号中「４０単位」とあるのは、

「２０単位」と読み替えるものとする。）

２年

防衛省設置法（昭

和２９年法律第１６４

号）による防衛大

学校又は職業能力

開発促進法（昭和

４４年法律第６４号）

による職業能力開

発総合大学校、職

業能力開発大学校

若しくは職業能力

開発短期大学校

第１号告示第１に規定する科目 ０年

第１号告示第１に規定する科目（第１号

告示第１各号中「４０単位」とあるのは、

「３０単位」と読み替えるものとする。）

１年

第１号告示第１に規定する科目（第１号

告示第１各号中「４０単位」とあるのは、

「２０単位」と読み替えるものとする。）

２年

学 校
修業

年限
科 目 年数

学校教育法による

高等学校若しくは

中等教育学校又は

旧中等学校令（昭

和１８年勅令第３６号）

による中等学校

２年 第１号告示第１に規定する科目 ０年

第１号告示第１に規定する科目

（第１号告示第１各号中「４０単位」

とあるのは、「３０単位」と読み替

えるものとする。）

１年

１年 第２号告示第１に規定する科目 ２年

学校教育法による

高等学校又は中等

教育学校

建築士法第４条第４項第２号の国土交通

大臣の指定する建築に関する科目を定め

る件（令和元年１１月国土交通省告示第７５

０号。以下「第２号告示」という。）の

第１に規定する科目（第２号告示第１各

号中「２０単位」とあるのは、「１５単位」

と読み替えるものとする。）

３年

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による大学（専門職大学及

び短期大学を除く。）にあっては大学設置基準（昭和３１年文部省令

第２８号）の、同法による専門職大学にあっては専門職大学設置基準

（平成２９年文部科学省令第３３号）の、同法による短期大学（専門職

短期大学を除く。）にあっては短期大学設置基準（昭和５０年文部省

令第２１号）の、同法による専門職短期大学にあっては専門職短期大

学設置基準（平成２９年文部科学省令第３４号）の、同法による高等専

門学校にあっては高等専門学校設置基準（昭和３６年文部省令第２３号）

の規定の例によるものとし、防衛省設置法による防衛大学校又は職

業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校若しくは職業能力

開発大学校にあっては大学設置基準の、同法による職業能力開発短

期大学校にあっては短期大学設置基準の規定の趣旨に準じて行うも

のとし、学校教育法による高等学校又は中等教育学校にあっては高

等学校学習指導要領（平成２１年３月文部科学省告示第３４号）の規定

の例によるものとする。

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号

１２０
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３ 次の表の第１欄に掲げる学校を卒業した後、更に職業能力開発

促進法による職業能力開発校、職業能力開発促進センター、障害

者職業能力開発校又は認定職業訓練において、修業年限が同表の

第２欄に掲げる年数以上で、同表の第３欄に掲げる科目を修めて

卒業した後、それぞれの区分に応じ、同表の第４欄に掲げる年数

以上の建築実務の経験を有する者

４ 建築士法施行規則（昭和２５年建設省令第３８号）第１７条の１８に規

定する建築設備士

５ 建築士法第１５条第２号に規定する二級建築士試験及び木造建築

士試験の受験資格者の指定（平成２０年１１月愛媛県告示第１６６８号。

以下「平成２０年告示」という。）の施行の日前に平成２０年告示に

よる廃止前の建築士法第１５条第３号に規定する二級建築士試験及

び木造建築士試験の受験資格者の指定（昭和４７年４月愛媛県告示

第４１２号。以下「旧告示」という。）１から９までに規定する課

程を修めて卒業し、建築に関する実務の経験をこれらの課程に応

じてそれぞれ旧告示１から９までに定める年数に満たない年数し

か有しない者で、同日以後に同日前の建築に関する実務の経験年

数と同日以後の建築実務（同日からこの告示の施行の日の前日ま

での建築実務にあっては、建築士法の一部を改正する法律（平成

３０年法律第９３号）による改正前の建築士法第１４条第１号に規定す

る建築実務に限る。６において同じ。）の経験年数を合わせてこ

れらの課程に応じてそれぞれ旧告示１から９までに定める年数以

上有することとなるもの

６ 平成２０年告示の施行の日前から引き続き旧告示１から５まで及

び７に規定する課程に在学する者で、同日以後にこれらの課程を

修めて卒業した後、これらの課程の種類に応じてそれぞれ旧告示

１から５まで及び７に定める年数以上の建築実務の経験を有する

こととなるもの

７ １から６までに掲げる者のほか、知事が建築士法第４条第４項

第１号及び第２号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する

と認める者

�愛媛県告示第１８０号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項本文の規定により、次のとおり指定居宅サービス事業者を指定した。

令和２年２月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�愛媛県告示第１８１号
介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項本文の規定により、次のとおり指定介護予防サービス事業者を指定した。

令和２年２月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

学校教育法による

中学校又は義務教

育学校

２年 第２号告示第１に規定する科目

（第２号告示第１各号中「２０単位」

とあるのは、「１５単位」と読み替

えるものとする。）

３年

１年 第２号告示第１に規定する科目

（第２号告示第１各号中「２０単位」

とあるのは、「１０単位」と読み替

えるものとする。）

４年

注 科目の単位の計算方法は、学校教育法による専修学校にあっては

専修学校設置基準（昭和５１年文部省令第２号）の規定の例によるも

のとし、同法による各種学校にあっては同省令の規定の趣旨に準じ

て行うものとする。

学 校
修業

年限
科 目 年数

学校教育法による

高等学校若しくは

中等教育学校又は

旧中等学校令によ

る中等学校

３年 第１号告示第１に規定する科目

（第１号告示第１各号中「４０単位」

とあるのは、「３０単位」と読み替

えるものとする。）

１年

１年 第２号告示第１に規定する科目 ２年

学校教育法による

中学校又は義務教

育学校

３年 第２号告示第１に規定する科目 ２年

２年 第２号告示第１に規定する科目

（第２号告示第１各号中「２０単位」

とあるのは、「１５単位」と読み替

えるものとする。）

３年

１年 第２号告示第１に規定する科目

（第２号告示第１各号中「２０単位」

４年

とあるのは、「１０単位」と読み替

えるものとする。）

注 科目の単位の計算方法は、専修学校設置基準の規定の趣旨に準じ

て行うものとする。

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 の
名 称 又 は 氏 名

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護リハステーション新田 愛媛県新居浜市新田町一丁目９番９号 令和２年１月１日 訪問看護

指定介護予防サービス事業者の
名 称 又 は 氏 名

指 定 介 護 予 防 サ ー ビ ス 事 業 所
指定年月日 サービスの種類

名 称 所 在 地

新居浜医療福祉生活協同組合 訪問看護リハステーション新田 愛媛県新居浜市新田町一丁目９番９号 令和２年１月１日 介護予防訪問看護

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号

１２１
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�愛媛県告示第１８２号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西条市船屋土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年２月２８日

愛媛県東予地方局長 馬 越 史 朗

�������
�愛媛県告示第１８５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

松山市垣生土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年２月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

�愛媛県告示第１８３号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局今治土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１８７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和２年２月２８日

愛媛県中予地方局長 尾 � 幸 朗

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－２７）第１１１４７号 平成２７年
６月１６日 織田建設興業 織田 弘光 今治市宮窪町宮窪５７５４－

９
令和２年
１月１７日

土木工事業、建築工事業
大工工事業、左官工事業
とび・土工工事業
石工事業、屋根工事業
管工事業
タイル・れんが・ブロック
工事業
舗装工事業、板金工事業
ガラス工事業、塗装工事業
防水工事業
内装仕上工事業
熱絶縁工事業、建具工事業

建設業の廃止

（般－２９）第４９８４号 平成２９年
１２月１８日 ㈲伊藤土木 �永眞由美 新居浜市庄内町２－５－

３３
令和２年
１月２９日

土木工事業
建築工事業 建設業の廃止

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 横浜生名港線

越智郡上島町生名１８８０番１地先から

同町生名１８８４番６まで
旧 １５．８～１８．０ ０．１３５

越智郡上島町生名１１８０番１地先から

同町生名１８８４番６まで
新 １１．５～１６．０ ０．１３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 河中平井停車場線
松山市北梅本町甲２８４１番２地先から

同町甲２８２６番４まで
令和２年２月２８日

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号

１２２
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�愛媛県告示第１８８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

一本松土地改良区から次のとおり役員が就任し、及び退任した旨の

届出があった。

令和２年２月２８日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

就 任

退 任

�������
�愛媛県告示第１８９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、

西予市三瓶町土地改良区の定款の変更を認可した。

令和２年２月２８日

愛媛県南予地方局長 大 北 秀

�愛媛県告示第１９０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和２年２月２８日

愛媛県知事 中 村 時 広

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

元中局建（開）第４４号

令和２年２月１８日
伊予郡松前町大字西古泉字玉垣５４５番１

伊予郡松前町大字西古泉５５０番地３

株式会社 アキタ

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 倉 長 蔵 南宇和郡愛南町正木１８３３番地

〃 石 河 浩 南宇和郡愛南町増田２９４３番地

〃 徳 岡 谷 満 南宇和郡愛南町増田３６３５番地

〃 本 田 伸 宏 南宇和郡愛南町増田３１３０番地

〃 溝 垣 克 敏 南宇和郡愛南町小山７８９番地１

〃 島 津 惠 二 南宇和郡愛南町中川１８４４番地

〃 田 中 一 光 南宇和郡愛南町中川７２２番地

〃 大 西 常 文 南宇和郡愛南町広見７５４番地

〃 高 田 守 � 南宇和郡愛南町広見２８６７番地

〃 岡 原 俊 機 南宇和郡愛南町広見２８３番地

〃 松 本 勝 利 南宇和郡愛南町上大道１０９４番地

〃 和 泉 壽 男 南宇和郡愛南町満倉２６８２番地

監 事 蕨 岡 章 南宇和郡愛南町正木２３３１番地

〃 長 尾 英 生 南宇和郡愛南町増田４０１０番地

〃 土 居 尚 行 南宇和郡愛南町広見２２３４番地

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 内 倉 長 蔵 南宇和郡愛南町正木１８３３番地

〃 石 河 浩 南宇和郡愛南町増田２９４３番地

〃 徳 岡 谷 満 南宇和郡愛南町増田３６３５番地

〃 本 田 伸 宏 南宇和郡愛南町増田３１３０番地

〃 岩 村 晃 稔 南宇和郡愛南町小山１１３８番地

〃 島 津 惠 二 南宇和郡愛南町中川１８４４番地

〃 中 西 茂 文 南宇和郡愛南町中川７０２番地

〃 大 西 常 文 南宇和郡愛南町広見７５４番地

〃 � 田 守 � 南宇和郡愛南町広見２８６７番地

〃 岡 原 俊 機 南宇和郡愛南町広見２８３番地

〃 松 本 勝 利 南宇和郡愛南町上大道１０９４番地

〃 和 泉 壽 男 南宇和郡愛南町満倉２６８２番地

監 事 蕨 岡 章 南宇和郡愛南町正木２３３１番地

〃 長 尾 英 生 南宇和郡愛南町増田４０１０番地

〃 土 居 尚 行 南宇和郡愛南町広見２２３４番地

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 内子河辺野村線
大洲市河辺町横山７９番２から

同町横山８７番３まで
令和２年２月２８日

令和２年２月２８日 発行

愛 媛 県 報令和２年２月２８日 第８３号

１２３


